
給与所得者の確定申告

給′′こ所得龍がある多くの方は、 年水調整により所得税かき精算されるた
め、 確定中イーrは不要です。 ただし、 給与所得鳥者の方でも、 確定=1‘4rを
しなければならない場合や、 確定申告をすると源泉徴収された所得税
が還付される場合があります。

0 確定申告が必要な方
･給与.の収入がa o o o万円を超える方
遥拝!‐を 1か所から受けていて、 かつ外の所得の合計額が20万円を超
える方など

○確定申告をすれば所得税が戻る方
･医療費控除の適用を受ける方
.(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除の適用を受ける方など

※ 詳 しく お知 り にな りた い 方 は、 国 税庁 ホー ム ペー ジ (w w w . m a .
g o .jp ) をご-覧ください。

平成2 3年分の所得税の確定申告のイ川談及び中学青野【の受付は、 平成
24年 2 月 16 H (木) から同年 3 月 15月 例く) まででず。

※還付を受けるためのl申告 (還付申告) をされる方は、 平成24‘-ね2 月
15 -二- (水) 以前でも確定申告書を提出することができます。

申告書の作成は、 国税庁ホームページの ｢確定申告書等作成コーナー｣ で !!

消費税･地方消費税個人事業者)の
確定申告と納税は正しくお早め{こ!
、円成2 3年分の個人事業者の消費税及び

地方消費税の確定申告は、 平成24年 4 月
2 = (ji) が申告 ･細引･lの期限となって
います｣

○平成23年分において消費税及び地方消
費税の申告が必要な方 ,

･、内戊2 1年分の課税売 上高が l千万円を
超える方

･平成2 1‘lむ分の課税売上高が 1千ノブ門以
下であり、 かつ平成2 2年 12月末までに
｢消費税課税事業者選択届出井｣ を提出
している方

○納付期限と振替納税の利用について
確定 ll昭一r℃こよる消費税及び地方消費税

の納期眼及び振替= は、 次のとおりです。

納税には、 便利で確実な振替納税をご
利用ください。

納税相談に必要なもの
納税樹談に必要なものは、-=こ以下のとおりですので納税相談に出かける際には確認のうえ必ず持参してください。
なお、 記載した以外にも必要となる場合がありますので、 ご r事ください。

共通事項

･印鑑 (納付1l肥rの場合は通帳印)
.預貯金通帳 Q II告者本人名義のものに限る)
※金融機関名とl--地番けが分かれば通帳でなくてもかまいません.

農業収入がある方

.｢農業所得基礎資料報告書｣ (事前に配布してあります)
･川又入｣ とそれに伴う ｢支出 (経費等)｣ の分かる書類

給与収入のある方

･｢源泉徴収票｣ 又は ｢支払証明書｣ (勤務先より配布)
年金収入のある方

･｢源泉徴収票｣ (年金支払機関より送付)
※国民年金の源泉徴収票を紛失したときは、｢ねんきんダイヤル

0 5 7 0‐0 5‐= 6 5 ｣ に連絡しll罫発行を受けてください。

上記以外の収入がある方

･円又入｣ とそれに伴う ｢支出 (経費等)｣ の分かる書類

医療費控除を受ける方

･｢領収書｣ 又は ｢レシート｣
※個人ごとの合計額を計算しておいてください。

◆ 平成24年2 即 日

様f討議所得全額の5 % u 剥ぐ1077円)を-超える脅す!が控除額となります-

国民年金保険料控除を受ける方
･｢控除証明書｣ (門本年金機構から送付)
※紛失したときは、｢ねんきんダイヤル 0 5 7 0‐0 5‐

116 5｣ に連絡し再発行ちを受けてください。
生命保険料控除･地震保険料控除
(長期損害保険料を含む)を受けられる方
･｢控除証明書｣ (保険会社より送付、 J A 高山支店は
窓口で配付を受けてください)

初めて住宅借入金等特別控除を受けられる方
･｢住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書｣ (借
入金融機関から送付)

･｢住民票の写し｣ (住所地の中区増村で交付)
･｢家屋の登記事項証明書｣ (前橋地方法務局中之条支
局で交付)

･｢請負契約書｣ 又は ｢売買契約書｣
税務署から確定申告書を送付された方

･｢確定申告書｣ (税務署から送付されたもの)

平成24年 (平成23年分所得) 納税相談日程

"1 -- ---

2 月 16日 (木) 基幹集落センター 北之谷 ･熊野 午前9 時00分~ 午後3 時00分まで
17日 (金) 基幹集落センター 戸室 ･火の口 午前9 時00分~ 午後3 時0 0分まで
18日 (土)
19日 (日)
20日 (月) 関田住民センター 役原 ･関田 午前9 時00分~ 午後3 時0 0分まで
2 1日 (火) 原住民センター 原 午前9 時0 0分~ 午後3 時0 0分まで
2 2日 (水) 本宿公民館 本宿 午前9 時0 0分~ 午後3 時0 0分まで
23日 (木) 新田地区集会所 新田 午前9 時0 0分~ 午後3 時0 0分まで
24日 (金) 五領公民館 五領 午前9 時0 0分~ 午前11時00分まで
25日 (土)
26日 (日)
2 7日 (月) 役場2 階第 1会議室 梅沢 ･茶屋ケ松 午前8 時3 0分~ 午後3 時00分まで
28日 (火) 役場2 階第 1会議室 判形 午前8 時3 0分~ 午後3 時0 0分まで
29日 (水)

役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時30分~ 午後3 時0 0分まで3 月 1日 (木)
2 日 (金)
3 曰 く土)
4 日 (日) 役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時3 0分~ 午後3 時0 0分まで
5 日 (月)

役場2 階第 1会議室 村内全域 午前8 時3 0分~ 午後3 時0 0分まで

6 日 ひく)
7 日 (水)
8 日 切り
9 日 (塗り
10日 (土)
1 1日 (日)
12日 (月)

役場2 階第 T会議室 村内全域 午前8 時3 0分~ 午後3 時0 0分まで
13日 (火)
14日 (水)
15日 (木)

※期間中の納税畑談を極力効率よく行うため、 従来の地区割及び時間の見直しを行いました。
相談会場へお出かけの際は、 対象地区、 時間をよくご確認ください。

◎医療費控除のある方へ
治療費又は医薬品購入の領収書などを、 個人ごと
算しておいてください。

(受診者又は購入者ごと) にまとめ、 その合計額を謝

◎農業収入のある方へ (自家用の分だけを作っている方を省みます。)

配布もれを防ぐため全世帯に ｢農業所得基礎資料報告書｣ を配付しております。
必要事項を記入のうえ、 領収書等と併せて相談会場へ持参してください。

◎消費税申告 "青色申告のある方へ
消費税及び青色申告は税務署で直接申告をお願いいたします。
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※今後も、 相談時間の短縮に向け努力していきますので、 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
納税相談についてご不明な点は役場税務課までお問い合わせ下さい。 咎6 3-2 l1 1

広報繋が廳班 ?

･納期限 … 平成24年4 月 2 日 (月)

･振替日 … 平成24年4 月25日 (水)



平成23年度歳末たすけあい募金のお礼
歳イ"たすけあい募金につきましては、 皆様方から行政区を通じての個別募金、 事業所関係の法人募金や個人の

方からの募金等、 総額8 69 ,0 l 1円のたくさんの金額を募金していただきました。 これらの募金は村内在住の長
期療養者 = 4名、 在宅療養者7 9名、 1人暮らし老人8 6名の方に慰問金及び慰問品として有効に使わせていただき
ました“ ご協力大変ありがとうございました。

高止も村 (住民課)
高山村社会福祉協議会

平成23年度歳末たすけあい募金表
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原 10 6 5 2 ,8 0 0 4 4 ,0 0 0

メ 2 ,0 0 0 ! O ′ 5 ,0 0 0 1 12 6 3 8 0 0

本宿 9 8 4 9 ,0 0 0 10 10 ,0 0 O 2 4 ,0 0 O 3 ,0 0 O 2 10 ,0 0 0 1 13 7 6 ,0 0 0

新田 14 0 7 0 ,2 0 0 14 1 4 0 0 0 4 8 ,0 0 O i O メ 5 ,0 0 0 15 9 9 7 ,2 0 0

五領 6 2 3 1,0 0 0 7 7 ,0 0 0
メ 2 ,0 0 0 ! O O 7 0 4 0 ,0 0 0

判形 16 2 8 1 ,0 4 1 12 12○0 O 2 4 0 0 0 〆 3 ,0 0 0 4 2 Q O O O 18 1 12 0 ,0 4 1

役原 4 8 2 4 ,0 0 0 4 4 ,5 0 0 ! O i O ! O 5 2 2 8 ,5 0 0

関田 5 0 2 5 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0 2 ,0 0 0 - O 2 10 ,0 0 0 6 2 4 6 0 0 0

戸室 5 1 2 5 .5 10 6 6 ,0 0 0
メ 2 ,0 0 O } O 2 1 Q O O O 6 0 4 3 ,5 10

火の口 2 5 12 ,5 0 0 5 5 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 i O O 3 2 2 1,5 0 0

北之谷 4 0 2 0 ,0 0 0 5 5 0 0 0 メ 2 5 0 0 1 3 000 O 4 7 3 0 ,5 0 0

熊野 5 1 2 5 ,5 0 0 2 2 ,0 0 0 i O ! O 1 5 0 00 5 4 3 2 ,5 0 0

梅沢 6 0 3 0 ,0 3 0 5 5 ,0 0 0 l O ! O 1 5 ,0 0 0 6 6 4 Q 0 3 0

茶屋が松 、5 7 ,5 0 0
4■II 亀0 0 0 ≦ O i O

▲

O 16 8 ,5 0 0

ノト計① 10 2 4 6 4 8 0 8 1

-二-

高山運輸倉庫株式会社 様 10 0 ,0 0 0

平形忠男 様 10 0 ,0 0 0

本宿八起会 様 ↑8 ,9 3 0

篤志募金 2 0 0 0

小計② 2 2 0 ,9 3 0

合計 (小計①+ ②) 8 6 9 ,0 1 1
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赤い羽根共同募金のお礼とご報告について

小学校と中学校でも募金活動

I0月より、 全国一斉に実施された ｢赤い羽根共同募金｣ に小

児章、 生徒のみなさんからのあたたかい募金は、 地域の社会補し
社活動やボランティア活動のために使われます。 ･ チなき / ‐-

･･.･･.･･1.･1.･･･■‐･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･･.･●‐･･.･･.･･.･････

学校給食を食べてみませんか

＼ ＼
選

を食べながら 考えましょう 語り合いましょつト ＼
〉子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !

にもt、 -
川 戸≧" / ｢ n

白菜スープ ･ ヨーグルト

10月 = ] より、 全国一斉に行われた ｢赤い羽根共同募金｣ ですが、 村民の皆様からのあたたかいご理解とご

協力をいただき大変ありがとうございました。 また、 小 ･中学校からは、 学校募金としてご協力いただ 割享〈お

礼申し上げます。 ｢赤い羽村お寒同募金｣ は、 社会福祉活動やボランティア活動のために使われます。

募金の内訳
-- - -

原 3 4 ,4 4 0 役 原 18 200 熊 野 16 ,2 4 0 小学校 5 ,39 8

本 宿 38 ,0 8 0 関 田 2 2 ,9 6 0 梅 沢 2 1 ,5 6 0 中学校 1q o o o

新 田 50 ,9 6 0 戸 室 1 8 ,7 6 0 茶屋が松 8 ,6 8 0 小計② 15 3 9 8

五 領 2 4 0 8 0 火の口 1 0 ,3 6 0 /一･計@) 34 1 3 20 合計①+② 3 5 6 ,7 18

判 形 6 2 ,7 2 0 北之谷 14 2 8 0

役場 住民課実績額 3 5 6 ,7 18 円☆目標額 3 4 9 ,10 0 円

中学校からは、 学校募金としてご協力いただきました。
小学校では J R C 委員会でクラスごとに募金箱をおいて、 募金

を集めてくれました。 中学校では土徒会が、 役員改選のあとの初

めての仕事として取り組み、 クラスごとに募金箱をおいて募金活

動を行い、 生徒会役員のみなさんが村長室を訪れ、 村長に直接手

渡しました。

ご協力ありがとうございました。 　 　　　　 　 　 　
≦-- ‐ "‐“‐‐｣L′‘…〆‐ ‐‐‐ *一入ね [ .‐′-′‐-L 1 ‐ " 〆ふ L 謎亀 ノリ･を を“

芍‐真は中学校生徒会のみなさんが募金を届けt くれたところです。 軋‐姓匡 押し･

○ 日 時 平成24年 2 月2 3日 (木)
12時から T時

○ 場 所 高山小学校 軍皆 会議室
○ 費 用 26 0円 (当日集金します)
0 申し込み 高山小学校 教頭 (小倉)まで

電話 (63-200 l)でお申し込みください。
○ 締め切り 2 月2 1日 (火) まで

※先着20名とさせていただきます。
※事前に食材の準備をする都合上、欠席すると代わり

の方の出席をお願いするか代金をいただくことにな
りますがよろしくお願い致します。

= = : -= ,- l

｢赤い羽根共同募金｣

予定献立
うぐいす揚げパン ･牛乳
オムレツのトマトソースがけ
カレードレッシングサラダ

今年度最後の給食試食会は、場f方ペ
ンの中でも特に人気があるうぐいす揚
げバンです。早く春が陳"て暖かくなる
ようにという願いを込めて、一つ一つ
ていねいに給食センターで作ります。
どなたでもご参加いただけますので、
お気軽におこしください。

･･･●●"‐･･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･■‐･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･‐‐‐‐･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･“‐･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･-‐･･.･･.･･･

もノ 平成24年2月 1日



にしても /r h島奈 ,n n .
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｢国の教育ローン｣ は、 高校、 短大、 大学、 専修学校、 各種学校や外国の高校、 大学等に入学 ･在学する

お子さまをお持ちのご家庭を対象とした公約な融資制度です。

【ご利用いただける方J

ご融資の対象となる学校に入学 ･在学される方の保護者で、 次の 1または2 の方

1 世帯の年間収入 (所得) が次表の金額以内の方

- - -▲ - =- -

1人 79 0万円 (59 0万円)

2 人 8 9 0万円 (68 0万円)

3 人 9 9 0万円 (77 0万円)

4 人 亀0 9 0万円 (8 6 0万円)

5 人 1,19 0万円 (9 6 0万円)

(注) 1 ｢付其の人数｣ とは、 お1モリ△いただく方が扶養しているお子さまの人数をいいます“ 年齢、 就学の有無を闘いません。
2 ｢6 人以 lち｣ の場合は、 コールセンターへお問い合わせください。

2 世帯の年間収入 (所得) が9 9 0万円 (7 7 0万円) 以内であって、 次の特例要件のいずれかに該当する方

野寺例要件】
= ) 勤続 (営業) 年数が 3 年水滴

(2 ) 居住年数が 1年オ満-"
借入金年間返済額

年間収入 (所得)
(3 ) 返済負担率 (借入申込人の ) が30 % 超

(4 ) 借入申込人またはその配偶者が単身赴任

(5 ) ご親族などが要介護者または要支援者であって、 介護費用を負担

(6 ) ご親族などが高額療養賀制度または難病患者等に対する医療費に関する公的助成制度を利用して

いる方であって、 療養費用を負担

※世帯の年間収入 (所得) には、 世帯主のほか、 配偶"者等の収入 (所得) も含まれます“
※今年の世帯の年間収入 (所得粉 が上記の金額以内となる見込のある方はご利用いただける場合があります。
※ご親族などでもご利用いただける場合があります‘

【ご融資額】学生 ･生徒 1人あたり3 0 0万円以内

【利 率】 年2 .5 5 % (母子家庭は年2 J 5 % ) (平率】 年2 .5 5 % (母子家庭は年2 J 5 % ) (平成2 3年 12月 12日現在)

【ご返済期間1 1 5年以内 (交通遺児家庭または母子家庭は18年以内)
【お使いみち】 入学金、 授業料、 教科書代、 アパート ･マンションの敷金 ･家賃など

【ご返済方法】 元利均等毎月払 (ボーナス月増額返済も可能)

【保 証】 (公財) 教育資金融資保証基金

詳しくは、 教育ローンコールセンター (管0 5 7 0‐0 0 8 6 5 6 (ナビダイヤル) または高崎支店

(公0 2 7‐3 2 6 4 6 2 1) までお問い合わせください。
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は
、
国
の
各
種
行
政
施
策
を
は
じ
め
、
地
域
の
産
業
振
興
や
商
店
街
の
活

性
化
な
ど
の
地
域
行
政
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。

◎
平
成
24
年
2
月
に
実
施
す
る
経
済
セ
ン
サ
ス
ー
活
動
調
査
は
、
全
て
の
企
業
･
事

を
対
象
に
、
全
産
業
分
野
の
経
済
活
動
を
同
一
時
点
で
網
羅
的
に
把
握
す
る
我
が

一
の
調
査
で
す
。

墜 の
企

る 業
、

.

ミ 事
国 業
唯 所

経済センサスキャラクター

総務省 ･経済産業省 ･群馬県 ･高山村
経済センサス‐活動調査については、 キャンペーンサイトをご覧ください。

平
成
24
年
経
済
セ
ン
サ
ス
-
活
動
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す

月 精 解 の ｢ぃま Jを諏えてくださぃ。 川 経 済 ヤ ンサ ス ー旧桧亟 1
　　　　　　　　 　　　　　

--威24 年経潴センサス‐活動問題平成24年経潴センサス‐活動問題
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このi郭度は、 本村を生活の拠点とする心身ともに健 教育委員会事務局までお申し込み下さい。
康で学業優秀なる子女で経済的理由により;就学困難な
者に学資を貸与し、 有用なる人材の育成を図るために 、入日○申込期間
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高等学校以上の学校又はこれに準ずる機関において
羊する方で、育英基金賞与のご希望がありましたら、

高山村育英基金貸与制度について
点

理

材

処

的

人

の

滴
る

祐
経

な

生

で
用

0

ど

女
有

‐

を
≠

佝

す

校

憲
一

村

子

、
で

学

躬

本

る

し

度

の

辞
-

、
な

与

制

上

祠

は

秀

賞

る

以

で

度

優

を

い

校

方

制

業

資

て

学

る

の

掌

学

し

等

す

こ

で

に

施

高

学か珍

康

者

実

f

◎
◎
⑳
◎
等

‘
口
座
振
替
が
お
得
で
す
5

国
民
年
金
保
険
料
を

国
民
年
金
に
は
、
一
括
し
て
保
険
料
を
納

め
る
と
割
り
に
な
る

｢前
納
制
度
｣
が
あ
り

ま
す
。

u
庫
振
替
で
1
年
分

(ま
た
は
6
カ
月
分
)

の
保
険
料
を
前
納
す
る
と
、
納
付
書
を
使
用

し
て
現
金
で
前
納
す
る
場
合
よ
り
も
さ
ら
に

お
得
で
す
。
u
座
振
替
で
保
険
料
の
前
納
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
2
月
末
日
ま
で
に
金
融

機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お
中
し
出
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
口
座
振
替
に
は

｢早
割
｣
制
度
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
口
座
振
替
の
指
定
月

を
納
付
期
限
よ
り
1
カ
月
早
め
る
こ
と
で
、

1
カ
月
当
た
り
の
保
険
料
が
割
引
に
な
る
お

得
な
制
度
で
す
。
納
め
忘
れ
の
心
配
も
な
い

の
で
、
安
心

･
確
実
で
す
。
｢早
割
｣
制
度
を

ご
希
望
の
方
は
、
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事

務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
に
よ
る

｢前
納
｣ま
た
は

｢早
割
｣

制
度
を
お
申
し
出
の
際
に
は
、①
預
貯
金
通
帳
、

②
預
貯
金
通
帳
届
出
印
、
③
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
-
(年
金
手
帳

･
国
民
年
金
保

険
料
納
付
書
な
ど
)
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

･
渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

(咎
0
2
7
9

.
2
2

.
1
6
0
7
)

前
納
で
き
ま
す

は
や
わ
り

副納税等 ★印が2月に吶のていたた“兄彗です。

村
県
民
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康

保
険
観

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者

医
僚
保
険
料

上
･下
水
道

使
用
料

鰄
一ー

●
月5 ニ ●

ー一 一ー ー
●

月6 ● ーI ー一 一-
- =こ月一/ ● ● ● ● ●

胡 ● J･ ● ● ●
●鯏 ● ● ●

1 0月 ● ● ● ● ●
1 1月 ● ● ● ●
1 2月 ● ● ●

月 ● ● ● ● ● ●
月?

｣

ー一一
★ ★ ★

一月3 ー一一 ● ● ● ●

髄陵 税金は 社会を支える あなたの会費


